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受付番号 2022-1197 
 

 

西暦 2023 年 3 月 28 日 

実施許可申請判定通知書 

研究責任者 

産婦人科学 

春日 義史    殿 
慶應義塾大学医学部長 

（公印省略） 

慶應義塾大学病院長 
（公印省略） 

 

下記課題の当院における実施に係る申請について、以下のとおり通知します。 

記 

(本学・当院における) 

管 理 番 号 
または 

承 認 番 号 

20221197 

課 題 名 慢性早剥羊水過少症候群の実態調査 

倫理審査委員会名 慶應義塾大学医学部倫理委員会 

上記委員会審査結

果（承認）通知日 
西暦 2023 年 3 月 28 日 

研 究 代 表 者 
（単機関研究の場

合、研究責任者） 

産婦人科学 

春日 義史 

判 定 許可 

付 記 事 項 

（許可条件など） 

 

 

 

備 考 

（留意事項など） 

1. 審査を行った委員会で承認された研究実施計画を遵守すること。 

2. 本課題に適用される法令・諸規則（倫理指針、本学標準業務手順書など）

を遵守し、研究機関の長（医学部長・病院長等）への各種報告義務など、

研究者等の責務を確実に実行すること。 

 

以上 
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受付番号 2022-1197 
 

 

西暦 2023 年 3 月 28 日 

審査結果通知書 

研究責任（代表）者 

産婦人科学 

春日 義史    殿 

慶應義塾大学医学部倫理委員会委員長 

（公印省略） 

審査申請のあった件についての審査結果を以下のとおり通知いたします。 

 
記 

 

研究名称 慢性早剥羊水過少症候群の実態調査 

審査事項 

■臨床研究の実施の適否 

□臨床研究の継続の適否 

□研究計画の変更 

□重篤な有害事象報告 

□年次報告 

□臨時報告 

□その他（          ） 

□臨床研究の終了・中止・中断 

審査区分 

□委員会審査（審査日：西暦    年   月   日） 

■迅速審査  （審査日：西暦  2023 年  3 月 27 日） 

□委員会報告（事務局確認日：西暦    年  月  日） 

審査結果 承認 承認番号 20221197 

研究実施期間 研究実施許可日  ～ 2026 年 3 月 31 日 

指摘事項 

および 

理由・条件等 

 

審査対象の 

共同研究機関 

 

備考 

個人情報保護関連法令及びガイドラインの規定を遵守すること。 
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受付番号 2022-1197 
 

 

承認資料 

 

資料名 作成年月日 版表示 

□プロトコール 西暦   年  月  日  

■研究計画書（慶應義塾大学医学部倫理委員会での審査用） 西暦 2023 年  1 月 25 日 第1.0版 

□説明文書 西暦   年  月  日  

□同意文書 西暦   年  月  日  

■掲示（オプトアウト）文書 西暦 2023 年  2 月  1 日 第1.0版 

■その他の資料 
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第 1.0 版(2023 年 1 月 25 日作成) 

 

研 究 計 画 書 

 

新規・修正 ■ 新規   □ 修正 

承認番号  

＊受付番号

（課題番号） 
 

 

課題名 慢性早剥羊水過少症候群の実態調査 

 

1 実施体制 

1.1. 共同研究機関について 

■ 単機関研究 

□ 多機関共同研究（中央一括審査）（詳細は、別紙「共同研究機関一覧表」に示す。） 

試料、要配慮個人情報の授受がある「共同研究機関（主幹機関含む）」の中に、学術研究機関等（注 1）に

該当しない機関が、 

□ 含まれる（注 2） □ 含まれない 

□ 多機関共同研究（個別審査）（詳細は、別紙「共同研究機関一覧表」に示す。） 

個別審査を申請する理由：  

(注 1)学術研究機関等とは、大学（私立大学、国公立大学）、大学附属病院、学会、国立研究開発法人、その他学

術研究を主たる目的とする機関・団体等を指す。 

(注 2）含まれる場合は、当該機関が個人情報保護法における「学術例外」または「公衆衛生例外」に該当するか

否かを確認し、別紙「共同研究機関一覧表」の「個人情報保護法関係の確認事項」に記載すること。 

 

1.1.1. 多機関共同研究の主幹となる機関 

■ 該当しない（単機関研究） 

 

1.2 研究協力機関について 

研究協力機関の参加は、 

■ ない 

□ ある（詳細は、別紙「研究協力機関一覧表」に示す。） 

試料、要配慮個人情報の授受がある「研究協力機関」の中に、学術研究機関等（注 1）に該当しない機関

が、 

□ 含まれる（注 2） □ 含まれない 

 (注 1)学術研究機関等とは、大学（私立大学、国公立大学）、大学附属病院、学会、国立研究開発法人、その他

学術研究を主たる目的とする機関・団体等を指す。 

(注 2）含まれる場合は、当該機関が個人情報保護法における「学術例外」または「公衆衛生例外」に該当する

か否かを確認し、別紙「研究協力機関一覧表」の「個人情報保護法関係の確認事項」に記載すること。 
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1.3 既存試料・情報の提供のみを行う者について 

既存試料・情報の提供のみを行う者の参加は、 

□ ない 

■ ある（詳細は、別紙「既存試料・情報の提供のみを行う者一覧表」に示す。） 

試料、要配慮個人情報の授受を行う「既存試料・情報の提供のみを行う者」の所属する機関の中に、学術

研究機関等（注 1）に該当しない機関が、 

■ 含まれる（注 2） □ 含まれない 

 (注 1)学術研究機関等とは、大学（私立大学、国公立大学）、大学附属病院、学会、国立研究開発法人、その他

学術研究を主たる目的とする機関・団体等を指す。 

(注 2）含まれる場合は、当該機関が個人情報保護法における「学術例外」または「公衆衛生例外」に該当するか

否かを確認し、別紙「既存試料・情報の提供のみを行う者」の「個人情報保護法関係の確認事項」に記載す

ること。 

 

2 研究の種類 

■ 人を対象とする生命科学・医学系研究計画 

□ その他の計画（具体的に： ） 

 

概要： 

慶應病院患者から

の同意書取得 

■ 無 □ 有 

→取得後、「臨床研究管理システム」へ登録すること。 

未承認等新規医薬

品・医療機器評価委

員会の承認 

■ 該当しない・不要 □ 必要・承認済み 

（承認番号： 

□ 必要・未承認 

（申請中・申請予定） 

高難度新規医療技

術等導入検討委員

会の承認 

■ 該当しない・不要 □ 必要・承認済み 

（承認番号： 

□ 必要・未承認 

（申請中・申請予定） 

主たる評価項目で

はないががん化学

療法レジメンに関

係がある 

■ 無 □ 有 

（がん化学療法レジメンに関係がある） 

（注）「主たる評価項目ではないが、がん化学療法レジメンに関係がある」とは、下記「2.1. 評価する医薬品・

医療機器等」が「■無」であって、かつ当院のがん化学療法レジメンに関係がある場合をいう。 

（がん化学療法レジメンとは、がん治療において、投与する薬剤の種類や量・期間・手順などを時系列で示した

治療計画の総称である。） 

 

2.1 評価する医薬品・医療機器等 【臨床研究法適用対象外のものに限る】 

本研究で安全性・有効性を 

評価する対象物 

■ 無 □ 有 

→ 下表に記入 

（最新の概要書・添付文書を提出すること） 
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# 評価対象物 
の区分 
(注 1) 

一般名 市販名® 製造販売元 薬機承認 
区分 
(注 2) 

抗がん剤 
区分 
(注 3) 

医療機器の
新たな設置 
(注 4) 

設置予定 

         

         

         

「薬機承認区分」が2〜6（未承認・適応外）の場合、臨床研究法適用対象外である理由を記載すること： 

【人に対して投与・使用しない（体外診断薬など）、人に対して投与・使用するが医行為に該当しない（健康法など）、他】 

 

（注1）区分：「医薬品」、「医療機器」、「その他」のいずれかを記入。 

「その他」には、薬機法・臨床研究法適用対象外の食品、サプリメント、健康器具等を含む。 

（注2）薬機承認区分：下記いずれか該当するものを記入 

1: 国内既承認・適応内 

2: 国内既承認・適応外使用【臨床研究法適用対象外】、海外では適応内 

3: 国内既承認・適応外使用【臨床研究法適用対象外】、海外でも適応外使用または未承認 

4: 国内未承認【臨床研究法適用対象外】、海外承認あり（適応内） 

5: 国内未承認【臨床研究法適用対象外】、海外承認あり（適応外使用） 

6: 国内・海外とも未承認【臨床研究法適用対象外】 

（注3）抗がん剤区分：評価する医薬品が「抗がん剤」である場合にはチェック 

（注 4）医療機器を、新たに慶應義塾大学病院内に設置する場合にはチェック 

 

3 研究の概要 

□該当しない （「該当しない」は生命・医学系研究計画ではない計画の場合に選択可能） 

試料・情報 

（サンプル・データ） 

□ 新たな試料・情報を研究目的で取得して利用 

（本研究の実施のために取得する、新規の[追加的な・診療外の]試料・情報がある） 

■ 既存試料・情報を利用（→以下のうち該当するもの全てをマーク） 

■ 自機関の既存試料・情報を、自機関で用いる 

□ 自機関の既存試料・情報を、他の機関へ提供して用いる 

■ 他の機関の既存試料・情報を、自機関へ提供を受けて用いる 

侵襲 □ あり（→以下のいずれかをマーク） ■ なし 

□ 軽微な侵襲のみ 

□ 軽微でない侵襲あり 

介入 □ あり ■ なし 

試料の利用 □ あり ■ なし 

仮名加工情報の利用 

※従来の「連結可能

匿名化情報」に相当 

■ あり □ なし 

匿名加工情報の利用 

※従来の「連結不可

能匿名化情報」に相

当 

□ あり ■ なし 
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個人関連情報の利用 

※個人情報、仮名加

工情報、匿名加工情

報のいずれにも該当

しない生存する個人

に関する情報 

□ あり ■ なし 

社会的重要性の高い

研究である 

(「ない」場合はいか

なる研究デザインで

もインフォームドコ

ンセント必須) 

■ ある □ ない 

要配慮個人情報の 

利用 

■ あり □ なし 

試料・情報の 

海外への提供 

□ あり ■ なし 

IC等の取得 □ 取得しない 

□ インフォームド・コンセント（IC）を取得（→以下のいずれかをマーク） 

□ 文書 IC（説明文書・同意書による IC） 

□ 口頭 IC（口頭説明 or 説明文書・口頭同意＋記録作成による IC） 

□ 適切な同意を取得（要配慮個人情報の取り扱いに関する同意のみ） 

■ オプトアウトを実施（研究情報の通知 or公開＋拒否手段の提供） 

□ その他：●●●●●●● 

 

 

4 研究計画の概要 

4.1. 目的と方法 （非専門家向けに平易かつ簡潔に記載すること。） 

4.1.1 背景および本研究の科学的合理性の根拠： 

本研究の背景 

慢性早剥羊水過少症候群（Chronic abruption oligohydramnios sequence: CAOS）は比較的緩徐に経過する慢

性胎盤剥離が重症化した病態である。CAOSは前置胎盤などの胎盤付着部異常を伴わない異常性器出血、羊水量は

当初正常であったにもかかわらず、その後に羊水過少を生じる。しかし、破水がないことが診断基準となってい

る（Elliott, et al. 1998）。妊娠 30週未満の早産に至ることが多く、非常に予後不良な周産期合併症である。

日本では海外と異なり、こまめに妊婦健診を行うことから CAOS に気づかれることが多く、これまでの報告は国

内からのものが多い。しかし、CAOSに関する報告は単施設からのもののみであり、まとまった報告はなく、その

発症頻度なども不明である。さらに、CAOSの詳細な周産期予後や病態解明などにも至っていない。 

本研究の科学的合理性の根拠 

 CAOSの実態を知り、病態解明を行うことは周産期予後改善につながるのみならず、医療経済に好影響を与える

可能性が高い。 

 



(慶應義塾⼤学医学部倫理委員会 倫理審査申請システム Ver.2022.07) 

5 
 

4.1.2 目的・意義： 

本研究の目的 

本研究の目的は関東連合産科婦人科学会に所属する周産期母子医療センター（計 124施設）における CAOSの実

態調査を行うことである。 

 

本研究の意義 

CAOSは早産ハイリスクであることから、本研究によりその周産期予後や病態を明らかにすることができれば、周

産期管理方法の改善に寄与する可能性が期待される。病態を解明することで早産を予防できれば、医療費削減に

も貢献できる。また、早産児は将来の生活習慣病や肥満などのリスクとなることから、将来の医療経済にも好影

響を与える可能性がある。さらに本研究を行うことで 1 次施設に勤務する医療従事者や患者など CAOS を知らな

い人に関する啓蒙につながる可能性が高い。 

 

4.1.3 方法： 

対象は 2017年 1月 1日から 2022 年 12 月 31 日までに関東連合産科婦人科学会に所属する周産期母子医療センタ

ー（I-3_既存試料・情報の提供のみを行う者一覧表を参照）で管理を行った CAOS症例である。1次調査は Google

フォームで作成した CAOSに関するアンケートをハガキで全 123 施設に郵送する（QRコード利用、内容は別紙参

照）。返答があった施設で CAOSの管理を行った経験のある施設に対しては代表者に郵送で 2次調査のお願いをす

る。なお、その際には 1次調査の結果を踏まえて、改めて既存試料・情報の提供のみを行う者の所属する機関の

名称及びその研究責任者等の氏名を別添資料として添付する修正申請を行い、倫理審査委員会での承認を受け、

病院長の許可後に 2 次調査を行う。2 次調査内容は以下の通りで詳細なデータを仮名加工情報（旧来の連結可能

匿名化状態）として研究機関に CD-Rに保存された形で郵送される。なお、連結表は各施設で保管するため、プラ

イバシーは保護される。 

対象症例のデータについては各施設より「匿名化されているもの」（どの研究対象者の情報であるかが直ちに判別

できないよう加工または管理されたものに限る）として下記のような情報提供を得る。 

＜1次調査＞ 

総分娩数、CAOS症例数 

＜2次調査＞ 

分娩時年齢、妊娠分娩歴、妊娠形式、母体合併症、CAOS の初発症状、CAOS の初発症状出現週数、母体発熱の有

無、母体白血球数、母体 CRP 値、羊水過少の有無、分娩週数、分娩様式、分娩の理由、そのほかの周産期合併症

の有無、腟分泌物培養検査所見、Apgar score 1/5分値、新生児合併症の有無、NICU入院の有無、新生児構造異

常の有無、胎盤重量、胎盤病理組織学的検査所見 

 

なお、本研究では「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に従い、研究協力施設を「他機関

に既存試料・情報の提供のみ行う者」とするため、各施設で倫理審査委員会の審査を受けることを必要とせず、

患者本人からの個別同意は求めない。ただし、各施設において通知または公開（またはオプトアウト）により研

究内容を対象者に公開し、研究実施を拒否できる機会を保障する。 

 

4.1.4 評価項目 

4.1.4.1 主要評価項目（およびその指標・評価方法） 

CAOSの発症頻度 
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CAOSの周産期予後 

 

4.1.4.2 副次的評価項目（およびその指標・評価方法） 

CAOSと感染との関係 

 

4.1.4.3 探索的評価項目（およびその指標・評価方法） 

なし 

 

4.1.5 研究デザイン 

縦断的後向き研究 

 

4.1.6 （介入ありの場合）割付の有無・割付群・割付割合  ■介入なし 

割付の有無 □ あり □ なし 

割付群の種類  

割付割合  

 

4.1.7 バイオバンクやデータベース等への試料提供・情報登録 

他の研究への利用に供するバ

イオバンクやデータベース等

への試料提供・情報登録 

□ 行う 

→ 以下を記載 

■ 行わない 

（以下、記載不要） 

(1) バイオバンクへの試料

（サンプル）の提供 

□ 行う 

→ 以下を記載 

■ 行わない 

提供するバイオバンク：  

提供する試料：  

(2) データベース等への情報

（データ）の登録 

□ 行う 

→ 以下を記載 

■ 行わない 

登録するデータベース等：  

登録する情報：  

 

 

4.2 研究対象者の人数 （登録を計画する被験者数） 

(1) 研究全体の予定研究対象者数 300 例  

※以下は多機関共同研究の場合に記載 

(2) 

各共同研究機関の予定研究対象者数 
□ 機関ごとの登録予定数設定なし 

（研究全体の登録予定数を上限とする） 

研究機関名 

（略称可） 

登録予定数 

（最大） 
備考 

 00 例  



(慶應義塾⼤学医学部倫理委員会 倫理審査申請システム Ver.2022.07) 

7 
 

 00 例  

 00 例  

 00 例  

 

「(1)研究全体の予定研究対象者数」の設定根拠： 

当院は 2017 年から 2021 年の 5 年間で 4 例の CAOS を経験している。対象施設が 124 施設であるため、期間内での症

例数を 300 例と算出した。 なお、1次調査を行い、症例数を把握した段階で 2次調査前に正確な症例数を修正申請

したのちに 2次調査を行う。 

 

4.3 実施期間 

研究実施許可日より 西暦 2026 年 3 月 31 日まで 

 

 

4.4 実施場所 

研究機関名 実施場所 実施内容 

慶應義塾医学部 産婦人科学教室産科医局 アンケートやデータ解析 

 

4.5 研究機関の長への報告（重篤有害事象の個別報告を除く） 

進捗状況および有害事象等 

の発生状況に関する報告  

■ 研究実施許可日より 1 年（12ヶ月）ごとに所定書式により報告 

【標準】 

 □ その他の頻度・方法で報告  

→ 具体的な報告の頻度・時期および報告方法を記載すること 

 

 

4.6 研究に関する情報公開 （複数可、該当するものをすべて記載） 

□ 公開データベースへ研究の概要を登録する。【介入を行う研究は必須（その他は努力義務）】 

 □ jRCT (Japan Registry of Clinical Trials, 臨床研究実施計画・研究概要公開システム) 

 □ UMIN-CTR（UMIN臨床試験登録） 

■ その他の情報公開を行う。 

→ 具体的に記載 

慶應義塾大学医学部産婦人科学教室 HP http://www.obgy.med.keio.ac.jp/index.php 

  

（注）オプトアウトのための情報公開は、「9 インフォームド・コンセント（IC）」に記載。 

 

4.7 モニタリングおよび監査 

4.7.1 モニタリング 

□ 実施する【軽微でない侵襲を伴う介入研究は必須】 

 □ 詳細は添付資料（モニタリング手順書等）で規定 （推奨） 

 □ 詳細を以下に記載 
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■ 実施しない 

 

【モニタリング実施計画の詳細（添付資料（モニタリング実施手順書等）で規定しない場合）】 

（1）実施時期（複数選択可） 

□ 開始前（準備状況） 

□ 開始直後（開始後  例登録後、各研究者の第 1例登録後、 その他） 

（具体的に： ） 

□ 開始後、終了まで定期的に実施 

□ 6ヶ月毎（年 2回） □ 12ヶ月毎(年 1回) □ その他 

（具体的に： ） 

 

（2）モニタリング担当者（複数選択可） 

□ 研究グループ所属者が自ら実施 （研究責任者、実務責任者、分担者など） 

□ 研究グループ外の者に委託 

□ 自機関のモニタリング担当者に依頼  

□ 臨床研究推進センター（臨床研究支援部門・モニタリングユニット） 

（※あらかじめ受託の了承を得ている場合に限る） 

□ その他のモニタリング担当者 

（具体的に： ） 

□ 他機関のモニタリング担当者に依頼 

□ CRO（開発業務受託機関 

□ 他機関の研究分担者・研究事務局担当者など 

（具体的に： ） 

  

（3）実施内容 【注：*印は特に優先して確認すべき事項を示す】 

A）研究の進捗状況 

□ ＊同意取得者数、被験者数（症例登録数）、中止・脱落研究協力者数およびその理由の確認 

B）被験者保護 

□ インフォームド・コンセント（IC） 

□ ＊同意取得者・被験者の一覧表（連結表）の確認（更新状況、同意書との整合など） 

□ ＊同意書の取得状況、保管状況、記載内容の確認 

□ 安全性情報 

□ ＊有害事象（AE）、重篤有害事象（SAE）の発生状況の確認 

□ ＊SAE発生時の事後対応の確認  （機関の長への報告、当局報告、研究中断・中止基準への抵

触など） 

□ 研究情報の確認 （研究の安全性確保に関連する論文や学会発表などの有無、内容） 

□ 措置情報の確認 （試験薬の添付文書改訂、当局からの注意喚起文書などの有無、内容） 

□ その他（具体的に：）  

C）研究データの信頼性 

□ ＊被験者の適格性（選択基準・除外基準）、および症例登録・割付手順の的確性の確認 
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□ ＊研究データの原資料確認 （研究データが診療録など原資料のデータと一致することの確認） 

□ ＊主要評価項目 □ 副次的・探索的評価項目 □ 安全性評価項目(AE/SAE) 

□ その他（具体的に：）         

D）諸規則等および研究計画の遵守 

□ ＊倫理審査承認に関する確認 （許可通知書の保管、研究実施期間、修正申請の有無・要否、年次報告完

了など） 

□ ＊臨床試験登録に関する確認  （UMIN臨床試験登録など：完了状況、内容更新の有無・要否など） 

□ 諸規則等の全般的遵守状況  （倫理指針、先進医療通知、ICH-GCP、本学各種手順書など） 

□ 研究計画書の全般的遵守状況 （倫理審査申請書やプロトコールからの逸脱など） 

□ その他（具体的に：） 

 

4.7.2 監査 

□ 実施する【軽微でない侵襲を伴う介入研究は、必要に応じて実施】 

 □ 詳細は添付資料（監査手順書等）で規定 （推奨） 

 □ 詳細を以下に記載 

■ 実施しない 

 

【監査実施計画の詳細（添付資料（監査実施手順書等）で規定しない場合）】 

（1）実施時期 

 

（2）監査担当者（要件、指名） 

 

（3）実施手順（実施内容、その他） 

 

 

4.8 研究に関する業務委託 

研究に関する業務の

一部に関する委託 

■ 無 □ 有 → 詳細を以下に記載 

（文書又は電磁的方法による契約締結が必要） 

【業務委託「有」の場合】 

• 委託先： 

• 委託する業務の内容： 

• 委託先に対する必要かつ適切な監督の方法： 

 

5 研究対象者の選定・依頼と協力の詳細 

5.1 適格基準  

選択基準： 

対象は 2017年 1月 1日から 2022 年 12 月 31 日までに関東連合産科婦人科学会に所属する周産期母子医療センタ

ー（計 124施設：添付 Excel ファイル「関東連合周産期母子医療センター.xlsx」）で管理を行った CAOS症例であ

る。 
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除外基準： 

分娩前に他院へ搬送され、最終的な経過の詳細が不明な症例 

 

5.2 依頼方法 （研究対象者をリクルートする方法） 

1次調査として CAOSに関するアンケートを郵送する（内容は別紙）。返答があった施設で CAOSの管理を行った施

設に対しては代表者に郵送で 2次調査のお願いをする。2次調査内容は以下の通りで詳細なデータを仮名加工情

報（旧来の連結可能匿名化状態）として研究代表施設に CD-Rに保存された状態で郵送される。 

 

5.3 協力の詳細 

■ 試料（サンプル）・情報（データ）の提供 

 □ 試料（サンプル）の提供 

 ■ 情報（データ）の提供 

□ 介入の実施対象となること。 

□ 観察の実施対象となること。 

□ その他 

【研究対象者に求める協力の具体的内容（該当するものを記載）】 

・提供する試料（サンプル）： 

該当なし 

・提供する情報（データ）： 

すでに各施設において匿名化されたデータのみを研究機関に提供し利用する。提供元の施設への問い合わせや、

追跡調査などは行わない。具体的には以下の情報提供を受ける。 

＜1次調査＞ 

総分娩数、CAOS症例数 

＜2次調査＞ 

分娩時年齢、妊娠分娩歴、妊娠形式、母体合併症、CAOS の初発症状、CAOS の初発症状出現週数、母体発熱の有

無、母体白血球数、母体 CRP 値、羊水過少の有無、分娩週数、分娩様式、分娩の理由、そのほかの周産期合併症

の有無、腟分泌物培養検査所見、Apgar score 1/5分値、新生児合併症の有無、NICU入院の有無、新生児構造異

常の有無、胎盤重量、胎盤病理組織学的検査所見 

・実施する介入： 

該当なし 

・実施する観察： 

該当なし 

・その他（具体的に記載）： 

該当なし 

 

5.4 研究終了後の医療の提供に関する対応 

□ 通常診療を超える医療行為を伴う → 下記を記載すること 

■ 通常診療を超える医療行為を伴わない （記載終了） 

・「通常診療を超える医療行為を伴う研究」の場合、研究終了後の当該医療の提供に関する対応方針： 
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6 本研究計画が準拠する倫理ガイドライン 

「ヘルシンキ宣言」および、 

■ 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 

□ その他 

（ 

 

7 本研究の実施に伴う不利益（負担・リスク）および利益 

7.1 研究対象者の不利益（負担・リスク）および利益 

7.1.1 研究対象者の負担 

本研究における費用負担は関東連合産科婦人科学会研究助成金および研究責任者の間接経費で賄われるため、研

究対象者の経済的な負担はない。 

 

7.1.2 研究対象者のリスク 

本研究は後方視的にデータ収集を行うので、身体的経済的リスクはないと考えられる。しかし、本研究は他施設

から情報提供を受ける研究であることから潜在的にプライバシー侵害となる恐れはあるため、個人情報保護規定

遵守のもと個人情報管理には最大限の配慮を行う。 

 

7.1.3 研究対象者の負担・リスクを最小化するための配慮 

研究対象者の負担は本研究ではないが、データを仮名加工情報（旧来の連結可能匿名化状態）として収集し、収

集したデータはスタンドアローンの PCにて管理することで個人情報保護を行う。 

 

7.1.4 研究対象者の利益 

研究対象者には研究参加による直接的利益は発生しない可能性が高い。しかしながら、本研究で得られた知見か

ら CAOS の頻度や周産期予後が明らかになり、その病態を明らかにすることができれば、将来の妊娠分娩におい

て早産を予防することが可能となると期待される。 

 

 

7.2 社会的な不利益（負担・リスク）および利益 

7.2.1 社会的な不利益（負担・リスク） 

社会的に予測される危険性は本研究においては存在しない。 

 

7.2.2 社会的な利益 

CAOSは早産ハイリスクであることから、本研究によりその周産期予後や病態を明らかにすることができれば、周

産期管理方法の改善に寄与する可能性が期待される。病態を解明することで早産を予防できれば、医療費削減に

も貢献できる。また、早産児は将来の生活習慣病や肥満などのリスクとなることから、将来の医療経済にも好影

響を与える可能性がある。さらに本研究を行うことで CAOSに関する啓蒙につながる可能性が高い。 

 

7.3 重篤有害事象が発生した際の対応 

■ 侵襲を伴わない（→ 以下、記載不要） 

□ 侵襲を伴う 
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→ 以下、該当するものを記載すること 

 □ 倫理指針および本学の標準業務手順書（注１）に従って対応する。→ 以下のいずれかを記載。 

  □ 本研究における安全性情報取り扱い手順書（SOP）を定めて対応する。 

→ 添付資料として提出すること。 

  □ SOPを定めず下記に具体的に記載する。 

重篤有害事象が発生した際の対応方針（以下に記載）： 

 

 

 □ 先進医療に関する厚生労働省通知（注２）に従って対応する 。 

（先進医療 Aとして行う場合は必須） 

（注 1）「人を対象とする医学系研究における安全性情報の取り扱いに関する標準業務手順書」を指す。 

（注 2）「厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の制定等に伴う実施上の留意事項及び先進医療に係る届出等の取扱いについ

て」を指す 

 

7.4 健康被害が発生した場合の補償の有無 

■ 侵襲を伴わない （→ 以下、記載不要） 

□ 侵襲を伴う 

→ 以下、該当するものを記載すること 

 □ 「侵襲が軽微」または「通常診療を超える医療行為なし」 

→ 特別の健康被害補償措置を講じない。（通常診療に準じて対応する） 

 □ 「軽微でない侵襲」を伴い、かつ「通常の診療を超える医療行為」を伴う 

→ 以下のいずれかを記載すること 

  □ 臨床研究保険（補償責任保険付き）を契約する。 

  □ 上記以外の方法により健康被害補償措置を講じる。 

具体的に： 

 

 

7.5 研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応方法 

本研究の対象となる方またはその代理人（ご本人より本研究に関する委任を受けた方など）より、相談、質

問、情報の利用や他の研究機関への提供の停止を求める旨のお申し出があった場合は、下記の連絡先にて対応

を行う。 

実務責任者：春日義史  

所属：慶應義塾大学医学部産婦人科 

連絡先： 

〒160-8582 

東京都新宿区信濃町 35 産婦人科学教室 

03-5363-3819（産婦人科学教室直通） 

 

7.6 中止と終了 

7.6.1 研究対象者の参加中止 
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研究対象者から参加中止の申し出があった場合には対象から除外する。 

 

7.6.2 研究全体の中止 

①中止基準 

1）倫理指針又はプロトコールの重大な違反/不遵守が判明した場合 

2）倫理的妥当性もしくは科学的合理性を損なう、又は損なうおそれのある事実を得た場合 

3）研究機関の長や厚生労働省による中止の要請や勧告があった場合 

4）その他、研究責任者が中止と判断した場合 

 

②中止手順 

研究責任者は研究実施機関の倫理審査委員会および研究機関の長に報告する。 

 

7.6.3 研究対象者の参加終了 

研究が終了した時点で研究対象者の参加は終了する。 

 

7.6.4 研究全体の終了 

データ収集を行い、解析結果を公表した段階で本研究は終了する。 

 

8 個人情報を保護する方法 （加工の方法、発表の際の配慮等、とくに検体等を学外に移動する場合の配慮） 

8.1 自機関の試料・情報 

□ 自機関の試料・情報を利用しない （→ 以下、記載不要） 

■ 自機関の試料・情報を利用する 

→ 以下、該当するものを記載すること 

研究対象者の不利益にはならない ■ はい  □ いいえ 

■ 試料・情報を加工する。→ 以下を記載 

□ 加工した情報から個人を識別する手段を有しない。 

■ 個人を識別する手段を作成する。 

■ 個人を識別する手段を自機関で管理する。【原則】 

□ 個人を識別する手段を他機関で管理する。 

→管理する研究機関・管理責任者（氏名・所属・連絡先）： 

 

□ 試料・情報を加工しない。 

加工できない理由  

 

加工に代わる 

個人情報保護の方法 

 

 

8.2 他機関の試料・情報 

□ 他機関の試料・情報を利用しない （→ 以下、記載不要） 
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■ 他機関の試料・情報を利用する 

→ 以下、該当するものを記載する。 

研究対象者の不利益にはならない ■ はい  □ いいえ 

■ 加工された試料・情報（個人を識別する手段なし）を受領し、利用する。 

□ 加工された試料・情報（個人を識別する手段あり）を受領し、利用する。 

個人を識別する手段を

受領する理由 

 

 

個人を識別する手段を

厳重に管理する方法 

 

□ 加工されていない試料・情報（実名の試料・情報）を受領し、利用する。 

実名の試料・情報を受領

する理由 

 

実名の試料・情報を厳重

に管理する方法 

 

匿名化は各施設で IDや名前を削除したファイルを主幹施設である慶應義塾大学医学部に送付する。 

 

9 インフォームド・コンセント（IC） 

9.1 研究対象者本人からの IC取得（該当するものを全てチェック） 

□ 研究対象者本人から ICは取得しない。（→ 以下、記載不要） 

□ (1)インフォームド・コンセント（IC）を取得 

→ 以下、該当するものを記載する。 

□ 文書 ICを取得する。（説明文書および同意書を用いる IC） 

→ 添付資料として説明文書・同意書書式を添付すること。 

□ 口頭 ICを取得する。（説明文書または同意書を用いない IC） 

→ 添付資料として、口頭での説明内容を示す文書（説明文書に相当するもの）を添付すること。 

→ 口頭で取得した同意の記録方法を以下に記載する。 

□ 診療記録（カルテ）に記録する。 

□ その他の方法で記録する。 

→ 記録方法： 

 

□ (2) 「適切な同意」を取得 

 

「適切な同意」 

の取得方法 

 

■ (3) オプトアウトを実施 

□ 本研究の実施に関する情報を、研究対象者本人に通知する。（掲示文書を手渡す等） 

■ 本研究の実施に関する情報を、研究対象者へ公開する。（掲示文書を webサイトに掲載する等） 

  

■ Ｗebページに掲載する。 
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産婦人科学教室 HP（http://www.obgy.med.keio.ac.jp/index.php） 

研究参加全施設の HP 

□ 臨床研究推進センター「臨床研究に関する情報公開について（オプトアウト）」 

https://www.ctr. hosp.keio.ac.jp/patients/optout/index.html 

□ その他 

→（Webサイト名・URL)：  

□ その他 

→ 具体的に記載： 

（注）既存試料・情報を利用する研究で、原則 IC を取得するが、IC 取得が困難でオプトアウトを実施する場合

には、9.1.1 にその理由を記載すること。 

 

9.1.1 既存試料・情報を利用する研究で、原則 IC を取得するが、IC 取得が困難であるためオプトアウトを実

施する場合の理由（簡略化しなければ、研究の実施が困難であり、研究の価値を著しく損ねる場合等） 

産科にかかる患者は妊娠出産を終えると病院に受診することはなく、新たに同意を取得することは困難であるた

め。 

 

9.2 代諾者からの IC取得 

■ 代諾者から ICは取得しない。【研究対象者本人のみから取得】 （→ 以下、記載不要） 

□ 原則として研究対象者本人から ICを取得するが、代諾者からも取得する場合がある。 

→ 以下、該当する場合を記載（複数可）： 

 □ 未成年者（16歳[または中学校等課程修了]以上、18歳未満） 

 □ 同意能力が不十分な成年者 

 □ その他（ 

□ 原則として代諾により ICを取得する。 

→ 以下、該当する場合を記載（複数可）： 

 □ 未成年者（16歳[または中学校等課程修了]未満） 

 □ 同意能力がない、または著しく不十分な成年者 

 □ その他（ 

 

代諾を取得する場合、以下を記載すること： 

(1) 代諾による研究協力が必要な理由 （未成年者、同意能力を欠く成人など）： 

(2) 代諾者等の選定方針 

(3) 代諾者等への説明事項： 

 

9.3 （代諾を取得する場合）研究対象者からのアセント取得 

■ アセントは取得しない。（代諾を取得しない場合を含む） 

□ アセントを取得する 

→ 以下、該当する場合を記載（複数可）： 

□ 文書によりアセントを取得する。 
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→ 添付資料として添付すること。 

→ 以下、該当する場合を記載（複数可）： 

□ 16歳[または中学校等課程修了]未満向けのアセント文書 

□ 成年者向けのアセント文書 

□ 口頭によりアセントを取得する 

→ 添付資料として、口頭での説明内容を示す文書（アセント文書に相当するもの）を添付する

こと。 

→ 口頭で取得したアセントの記録方法を以下に記載する。 

□ 診療記録（カルテ）に記録する。 

□ その他の方法で記録する。 

→ 記録方法： 

 

 

9.4 インフォームド・コンセントの手続等の簡略化 

■ 下記①〜④のいずれかに該当せず、ICの手続き等の簡略化は行わない 

□ 下記①〜④のすべてに該当し、ICの手続き等の簡略化を行う。 

→ 下記の「ICの手続き等の簡略化を行う場合に講じる措置」を記載すること。 

□ ① 研究の実施に軽微でない侵襲を伴わない 

□ ② IC・オプトアウトの手続を簡略化することが、研究対象者の不利益とならない 

□ ③ IC・オプトアウトの手続を簡略化しなければ、研究の実施が困難、又は研究の価値を著しく損

ねる。 

□ ④ 社会的に重要性が高い研究と認められるものである。 

 

・ICの手続き等の簡略化を行う場合に講じる措置 

□ ① 研究対象者等が含まれる集団に対し、試料・情報の収集及び利用の目的及び内容（方法を含む。）に

ついて広報する。 

□ ② 研究対象者等に対し、速やかに、事後的説明（集団に対するものを含む。）を行う。 

□ ③ 長期間にわたって継続的に試料・情報が収集され、又は利用される場合には、社会に対し、その実

情を当該試料・情報の収集又は利用の目的及び方法を含めて広報し、社会に周知されるよう努める 

講じる措置の具体的内容： 

 

10 研究資金の調達方法  

研究全体の統括を慶應義塾大学医学部産婦人科学教室が担い、本研究で使用する研究資金は、産婦人科学教室費

および一般社団法人関東連合産科婦人科学会研究助成金で賄う。 

 

11 研究終了後の試料・情報の扱い 

11.1 試料・情報の廃棄方法、特定の個人を識別することができないようにするための適切な措置 

(1) 廃棄対象となる試料・情報：                                                                   

原則として本研究が終了した際に、本研究に関わるすべてのデータは廃棄される。 
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＜1次調査＞総分娩数、CAOS症例数 

＜2次調査＞分娩時年齢、妊娠分娩歴、妊娠形式、母体合併症、CAOSの初発症状、CAOSの初発症状出現週数、母

体発熱の有無、母体白血球数、母体 CRP 値、羊水過少の有無、分娩週数、分娩様式、分娩の理由、そのほかの周

産期合併症の有無、腟分泌物培養検査所見、Apgar score 1/5分値、新生児合併症の有無、NICU入院の有無、新

生児構造異常の有無、胎盤重量、胎盤病理組織学的検査所見 

 

(2) 廃棄する際の方法（特定の個人の識別防止徹底の方法など）： 

原則として本研究が終了した際に、書類はシュレッダー後に破棄する。電子データについてはパソコンから削除

し、ハードディスクについては初期化する。 

 

11.2 研究終了後の試料・情報（個人を特定する手段を含む）の保管（必要性、方法、特定の個人の識別防止

方法） 

■ 少なくとも研究終了報告日から５年、または最終の研究結果報告日から３年の、いずれか遅い方まで保

管。【倫理指針規定】 

□ 上記以外の方針により保管 

→ 倫理指針規定に沿って保管できない理由を、以下に具体的に説明すること。 

倫理指針規定に沿って保管できない理由：該当しない 

 

(1) 試料（サンプル）の研究終了後の保管方法 

■ 該当しない （保管すべき試料は取得しない） 

□ 研究責任者が自ら保管 

□ 研究責任者が指名する者が保管 

試料保管者（氏名・所属等）  

□ 上記以外の者が保管 

試料保管者（氏名・所属等）  

具体的な保管方法：該当しない 

 

(2) 情報（データ、個人を識別するための手段を含む）の保管方法 

□ 該当しない （保管すべき情報は取得しない） 

■ 研究責任者が自ら保管 

□ 研究責任者が指名する者が保管 

情報保管者（氏名・所属等）  

□ 上記以外の者が保管 

情報保管者（氏名・所属等）  

具体的な保管方法： 

データについては慶應義塾大学医学部産婦人科学教室内のスタンドアローンなパソコン内で管理する。 

 

11.3 将来の別研究への利用または他機関への提供の可能性 

11.3.1 IC取得時点では特定されない、将来の別研究に用いられる可能性 
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□ 有 ■ 無 

「有」の場合、IC取得時点で想定される将来の別研究の内容（研究内容や、研究の範囲など）： 

 

 

11.3.2 IC取得時点では特定されない、他の研究機関に提供する可能性 

□ 有 ■ 無 

「有」の場合、IC取得時点で想定される提供先となる他の研究機関（機関名や、機関の属性など）： 

 

 

11.4 ヒト細胞・遺伝子・組織バンクに試料等を提供する場合のバンク名，個人情報の加工の方法 

■ 該当しない （バンクへの試料・情報の提供は予定していない） 

□ 研究責任者が自ら保管 

□ 研究責任者が指名する者が保管 

情報保管者（氏名・所属等）  

□ 上記以外の者が保管 

情報保管者（氏名・所属等）  

 

11.5 研究の実施に伴い、研究対象者の健康、子孫に受け継がれ得る遺伝的特徴等に関する重要な知見が得ら

れる可能性 

□ 有 

→ 以下を記載 

■ 無（以下、記載不要） 

「有」の場合、以下を記載： 

(1) IC取得時点で想定される「重要な知見」（偶発的所見を含む）の種類、内容等 

 

(2) 研究対象者に関する「重要な知見」（偶発的所見を含む）の取り扱い方針 

 

12 結果の公表 

結果をまとめて関東連合産科婦人科学会で発表し、国際学会誌もしくは国内学会誌に公表する。 

 

13 研究計画書の内容変更（改訂手順） 

研究計画の内容に変更が生じた際には倫理委員会へ修正申請を行い、許可された場合、修正した計画書に沿って

研究を遂行する。 

 

14 引用文献 

• Elliot JP, Gilpin B, Strong Jr TH, Finberg HJ. Chronic abruption-oligohydramnios sequence. J Reprod Med, 43(5):418-

22, 1998. 
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既存試料・情報の提供のみを行う者一覧表 

 

慶應義塾大学医学部倫理委員会 

委員長 殿 

 

研究責任者 

 産婦人科・助教 所属・職位： 

氏名   ：  春日 義史 

 
 

 
 

 

課題名 

慢性早剥羊水過少症候群の実態調査 

 
上記研究は、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス（以下、「ガイダンス」）」に

定義される「既存試料・情報の提供のみを行う者」の参加があり、それらの機関についてはガイダンスに示さ

れる要件を満たしていることと、個人情報保護法関係の確認事項について確認しました。 

 
また既存試料・情報の提供を行う予定の者には、貴委員会への倫理審査申請を行うにあたって、予め各機関に

おいて必要とされる手続きも含めて、当研究に参加することの了承を得ていることをここに示します。 
 

 

提供のみ

を行う者

の所属機

関 

提供のみを行う者の情

報 

既存試料・情報

の提供のみを行

う者の要件 

当研究

への参

加意思

の確認 

個人情報保護法関係の 

確認事項 

例 
●●クリ

ニック 

氏名 △△△△ 

■ 

当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

所属 〇〇〇〇 

職位 ▲▲▲▲ 

作成日（西暦） 2023 年 1 月 25 日 

承認番号：  

 ※新規申請の際には記載不要 

受付番号 
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は、②に進

む。 

□いずれに

も該当しな

い 

1 

総合病院

土浦協同

病院 

氏名 島袋 剛二 

■ 

当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

2 
筑波大学

附属病院 

氏名 佐藤 豊実 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 教授 

3 

水戸済生

会総合病

院 

氏名 藤木 豊 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 主任部長 

4 
株式会社

日立製作

氏名 角田 肇 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

② 

当該機関の

個人情報の所属 産婦人科 
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所日立総

合病院 

職位 主任医長 

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

5 
水戸赤十

字病院 

氏名 杉山 将樹 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

6 

ＪＡとり

で総合医

療センタ

ー 

氏名 梅木 英紀 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

7 

茨城西南

医療セン

ター病院 

氏名 染谷 勝巳 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

所属 産婦人科 

職位 部長 
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る。 い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

8 

自治医科

大学附属

病院 

氏名 藤原 寛行 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 主任教授 

9 
獨協医科

大学病院 

氏名 成瀬 勝彦 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 
診療部長（産

科） 

10 
済生会宇

都宮病院 

氏名 飯田 俊彦 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

所属 産婦人科 

職位 部長 
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い 

11 
那須赤十

字病院 

氏名 白石 悟 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 

部長 

12 
芳賀赤十

字病院 

氏名 本多 政徳 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

13 
足利赤十

字病院 

氏名 隅田 能雄 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

14 
佐野厚生

総合病院 

氏名 馬場 洋介 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

所属 産婦人科 

職位 部長 
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た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

15 

国際医療

福祉大学

病院 

氏名 柿沼 敏行 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

16 

群馬県立

小児医療

センター 

氏名 丸山 憲一 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

17 

国立大学

法人群馬

大学医学

部附属病

院 

氏名 岩瀬 明 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

所属 産婦人科 

職位 教授 
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※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

18 
桐生厚生

総合病院 

氏名 鏡 一成 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

19 

独立行政

法人地域

医療機能

推進機構

群馬中央

病院 

氏名 太田 克人 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

20 
公立藤岡

総合病院 

氏名 遠藤 究 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

21 ＳＵＢＡ 氏名 寺西 貴英 ■ 当該の者は、 ■参加意 ① ② 
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ＲＵ健康

保険組合

太田記念

病院 

所属 産婦人科 既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

思を確認

済み 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

職位 部長 

22 
前橋赤十

字病院 

氏名 曽田 雅之 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

23 

独立行政

法人国立

病院機構

高崎総合

医療セン

ター 

氏名 伊藤 郁朗 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

24 

埼玉医科

大学総合

医療セン

ター 

氏名 菊池 昭彦 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

所属 産婦人科 

職位 診療部長 
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される要件を

満たしてい

る。 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

25 

さいたま

赤十字病

院 

氏名 中村 学 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

26 

川口市立

医療セン

ター 

氏名 千島 史尚 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

27 

深谷赤十

字病院 

氏名 松本 智恵子 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

所属 産婦人科 

職位 部長 
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は、②に進

む。 

□いずれに

も該当しな

い 

28 

埼玉医科

大学病院 

氏名 亀井 良政 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 診療部長 

29 

独立行政

法人国立

病院機構

西埼玉中

央病院 

氏名 石井 賢治 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 副院長 

30 

さいたま

市立病院 

氏名 中川 博之 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

31 
済生会川

口総合病

氏名 東野 昌彦 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

② 

当該機関の

個人情報の所属 産婦人科 
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院 

職位 主任部長 

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

32 

自治医科

大学附属

さいたま

医療セン

ター 

氏名 桑田 知之 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 教授 

33 

独立行政

法人国立

病院機構

埼玉病院 

氏名 倉橋 崇 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

34 

獨協医科

大学埼玉

医療セン

ター 

氏名 高倉 聡 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

所属 産婦人科 

職位 診療部長 
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る。 い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

35 
亀田総合

病院 

氏名 古澤 嘉明 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

36 

東京女子

医科大学

附属八千

代医療セ

ンター 

氏名 小川 正樹 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 診療部長 

37 

千葉大学

医学部附

属病院 

氏名 甲賀 かをり ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

所属 周産期・母性科 

職位 科長 
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い 

38 

総合病院

国保旭中

央病院 

氏名 小林 康祐 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 主任部長 

39 
船橋中央

病院 

氏名 後藤 俊二 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産科 

職位 診療部長 

40 

国保直営

総合病院

君津中央

病院 

氏名 木村 博昭 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 科長 

41 

東邦大学

医療セン

ター佐倉

病院 

氏名 高島 明子 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

所属 産婦人科 

職位 准教授 
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た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

42 

順天堂大

学医学部

附属浦安

病院 

氏名 牧野 真太郎 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 科長 

43 
千葉市立

海浜病院 

氏名 飯塚 美徳 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産科・婦人科 

職位 診療局長 

44 
成田赤十

字病院 

氏名 小幡 新太郎 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

所属 産婦人科 

職位 部長 
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※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

45 

松戸市立

総合医療

センター 

氏名 平敷 好一郎 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

46 
東京都立

墨東病院 

氏名 久具 宏司 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

47 

総合母子

保健セン

ター愛育

病院 

氏名 山下 隆博 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

48 東京女子 氏名 田畑 務 ■ 当該の者は、 ■参加意 ① ② 
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医科大学

病院 
所属 産婦人科 既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

思を確認

済み 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

職位 教授 

49 

東邦大学

医療セン

ター大森

病院 

氏名 中田 雅彦 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 教授 

50 

帝京大学

医学部附

属病院 

氏名 長阪 一憲 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 教授 

51 杏林大学

医学部付

属病院 

氏名 小林 陽一 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

所属 産婦人科 

職位 教授 
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される要件を

満たしてい

る。 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

52 日本赤十

字社医療

センター 

氏名 宮内 彰人 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

53 日本大学

医学部附

属板橋病

院 

氏名 川名 敬 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 教授 

54 昭和大学

病院 
氏名 関沢 明彦 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

所属 産婦人科 

職位 教授 
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は、②に進

む。 

□いずれに

も該当しな

い 

55 東京都立

大塚病院 
氏名 岩田 みさ子 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

56 東京都立

多摩総合

医療セン

ター 

氏名 光山 聡 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

57 東京大学

医学部附

属病院 

氏名 大須賀 穣 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 女性診療科・

産科 

職位 教授 

58 国立研究

開発法人
氏名 左合 治彦 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

② 

当該機関の

個人情報の所属 周産期・母性
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国立成育

医療研究

センター 

診療センター に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

職位 センター長 

59 聖路加国

際病院 
氏名 平田 哲也 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 女性総合診療

科 

職位 部長 

60 東京慈恵

会医科大

学附属病

院 

氏名 岡本 愛光 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 教授 

61 東京医科

大学病院 
氏名 西 洋孝 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

所属 産科・婦人科 

職位 教授 



（慶應義塾⼤学医学部倫理委員会 ver.2022.07） 

20 
 

る。 い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

62 順天堂大

学医学部

附属順天

堂医院 

氏名 板倉 敦夫 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 教授 

63 賛育会病

院 
氏名 山田 美恵 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

64 東京女子

医科大学

附属足立

医療セン

ター 

氏名 橋本 和法 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

所属 産婦人科 

職位 教授 
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い 

65 東京かつ

しか赤十

字母子医

療センタ

ー 

氏名 林 瑞成 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 第一産科部長 

66 昭和大学

江東豊洲

病院 

氏名 大槻 克文 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 教授 

67 武蔵野赤

十字病院 
氏名 梅澤 聡 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

68 町田市民

病院 
氏名 長尾 充 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

所属 産婦人科 

職位 部長 
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た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

69 国立研究

開発法人

国立国際

医療研究

センター

病院 

氏名 大石 元 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

70 公立昭和

病院 
氏名 武知 公博 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

71 東京医科

歯科大学

医学部附

属病院 

氏名 宮坂 尚幸 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

所属 産婦人科 

職位 教授 
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※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

72 国家公務

員共済組

合連合会  

立川病院 

氏名 平尾 薫丸 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

73 神奈川県

立こども

医療セン

ター 

氏名 石川 浩史 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 科長 

74 北里大学

病院 
氏名 落合大吾 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 教授 

75 東海大学 氏名 石本 人士 ■ 当該の者は、 ■参加意 ① ② 
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医学部付

属病院 
所属 産婦人科 既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

思を確認

済み 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

職位 教授 

76 横浜市立

大学附属

市民総合

医療セン

ター 

氏名 青木 茂 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産科 

職位 准教授 

77 聖マリア

ンナ医科

大学病院 

氏名 鈴木直 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 教授 

78 聖マリア

ンナ医科

大学横浜

市西部病

院 

氏名 仲村将光 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

所属 産婦人科 

職位 部長 
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される要件を

満たしてい

る。 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

79 国家公務

員共済組

合連合会

横須賀共

済病院 

氏名 杉浦 賢 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

80 小田原市

立病院 
氏名 平吹 知雄 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

81 日本医科

大学武蔵

小杉病院 

氏名 鈴木俊治 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

所属 産婦人科 

職位 教授 
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は、②に進

む。 

□いずれに

も該当しな

い 

82 独立行政

法人労働

者健康安

全機構横

浜労災病

院 

氏名 松永 竜也 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

83 藤沢市民

病院 
氏名 佐治 晴哉 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

84 横浜市立

大学附属

病院 

氏名 宮城 悦子 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

85 昭和大学

横浜市北
氏名 長塚 正晃 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

② 

当該機関の

個人情報の所属 産婦人科 
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部病院 職位 教授 に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

86 独立行政

法人地域

医療機能

推進機構

相模野病

院 

氏名 海野 信也 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

87 横浜市立

市民病院 
氏名 茂田 博行 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

88 済生会横

浜市東部

病院 

氏名 秋葉 靖雄 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

所属 産婦人科 

職位 部長 



（慶應義塾⼤学医学部倫理委員会 ver.2022.07） 

28 
 

る。 い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

89 川崎市立

川崎病院 
氏名 中田さくら ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

90 国立病院

機構横浜

医療セン

ター 

氏名 最上多恵 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

91 茅ヶ崎市

立病院 
氏名 髙梨 裕子 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

所属 産婦人科 

職位 科部長 
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い 

92 横浜市立

みなと赤

十字病院 

氏名 髙橋 慎治 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

93 横須賀市

立うわま

ち病院 

氏名 木田 博勝 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

94 済生会横

浜市南部

病院 

氏名 遠藤 方哉 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

95 総合病院

聖隷浜松

病院 

氏名 村越 毅 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

所属 産婦人科 

職位 部長 
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た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

96 順天堂大

学医学部

附属静岡

病院 

氏名 田中 利隆 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 先任准教授 

97 静岡県立

こども病

院 

氏名 河村 隆一 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

98 静岡市立

静岡病院 
氏名 水野 薫子 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

所属 産婦人科 

職位 部長 
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※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

99 沼津市立

病院 
氏名 辻井 篤 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

100 富士市立

中央病院 
氏名 矢田 大輔 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

101 静岡済生

会総合病

院 

氏名 小野田 亮 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 科長 

102 焼津市立 氏名 黒田 健治 ■ 当該の者は、 ■参加意 ① ② 
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総合病院 所属 産婦人科 既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

思を確認

済み 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

職位 科長 

103 磐田市立

総合病院 
氏名 徳永 直樹 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

104 浜松医科

大学医学

部附属病

院 

氏名 伊東 宏晃 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 教授 

105 浜松医療

センター 
氏名 芹沢 麻里子 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

所属 産婦人科 

職位 医長 
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される要件を

満たしてい

る。 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

106 総合病院

聖隷三方

原病院 

氏名 宇津 裕章 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

107 藤枝市立

総合病院 
氏名 金森 隆志 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 科部長 

108 山梨県立

中央病院 
氏名 坂本 育子 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

所属 産婦人科 

職位 部長 
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は、②に進

む。 

□いずれに

も該当しな

い 

109 山梨大学

医学部附

属病院 

氏名 平田 修司 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 教授 

110 独立行政

法人国立

病院機構

甲府病院 

氏名 滝澤 基 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

111 市立甲府

病院 
氏名 平井 光男 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 統括科部長 

112 富士吉田

市立病院 
氏名 川島 茂樹 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

② 

当該機関の

個人情報の所属 産婦人科 
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職位 医科部長 に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

113 山梨赤十

字病院 
氏名 渡辺 直子 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

114 長野県立

こども病

院 

氏名 吉田 史朗 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産科 

職位 部長 

115 飯田市立

病院 
氏名 池田 枝里 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

所属 産婦人科 

職位 部長 
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る。 い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

116 信州大学

医学部附

属病院 

氏名 塩沢 丹里 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

■該当する 

 

□該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

□「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 科長 

117 信州上田

医療セン

ター 

氏名 松村 英祥 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

118 長野赤十

字病院 
氏名 本藤 徹 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

所属 産婦人科 

職位 部長 
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い 

119 佐久総合

病院佐久

医療セン

ター 

氏名 小口 治 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

120 伊那中央

病院 
氏名 黒澤 和子 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

121 北信総合

病院 
氏名 長田 亮介 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 部長 

122 諏訪赤十

字病院 
氏名 高木 靖 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

所属 産婦人科 

職位 部長 
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た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

123 厚生連南

長野医療

センター

篠ノ井総

合病院 

氏名 本藤 隆明 ■ 当該の者は、

既存試料・情

報の提供以外

に研究に関与

しない。ま

た、指針・ガ

イダンスに示

される要件を

満たしてい

る。 

■参加意

思を確認

済み 

① 

当該機関は

「学術研究

機関等」

に、 

 

□該当する 

 

■該当しな

い 

 

※「該当し

ない」場合

は、②に進

む。 

② 

当該機関の

個人情報の

授受等は、 

 

■「学術例

外」に該当

する 

 

□「公衆衛

生例外」に

該当する 

 

□いずれに

も該当しな

い 

所属 産婦人科 

職位 統括部長 

 

 

※本書式は研究代表者が作成し、記載された者が指針・ガイダンスに示される要件を満たしていること、また

各機関において必要とされる手続きも含めて、当研究への参加を了承していることを確認したうえで、慶應

義塾大学医学部倫理委員会に提出する。 

※既存試料・情報の提供のみを行う者が 10 を超える場合には、適宜行を追加すること。 

※個人情報保護法における「学術例外」または「公衆衛生例外」に該当するかどうか、以下を参照のこと。当

該機関が「学術例外」または「公衆衛生例外」に該当しない場合はオプトアウトできない可能性があること

に留意すること。 

※以下の参照先は一例であるため、必要に応じて研究者自らが関係法令・ガイダンス等を確認のうえ判断する

こと。 

種類 ケース 参照先 

学術例外 

学術研究機関等注 1が、個人情報を

提供する場合 

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取

扱いのためのガイダンス」注 2 

p.47 9.個人データの第三者提供（法第 27 条） (2)⑥ 

学術研究機関等が、個人情報の提

供を受ける場合 

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取

扱いのためのガイダンス」 

p.47 9.個人データの第三者提供（法第 27 条） (2)⑦ 

 

種類 参照先 
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公衆衛生例外 

「「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するＱ＆Ａ」注 3 

p.22 Ａ２－14 利用目的による制限の例外 

p.23 Ａ２－15 利用目的による制限の例外 

p.48 Ａ７－24 第三者提供の制限の原則 

p.49 Ａ７－25 第三者提供の制限の原則 

 

 

注 1）学術研究機関等：大学（私立大学、国公立大学）、大学附属病院、学会、国立研究開発法人、その他学術

研究を主たる目的とする機関・団体 等 

 

注 2）「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（平成 29 年 4 月 14 日

（令和 4 年 3 月一部改正） 個人情報保護委員会 厚生労働省） 

   https://www.ppc.go.jp/files/pdf/01_iryoukaigo_guidance4.pdf 

 

注 3）「「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するＱ＆Ａ」（平成 29年 2 月 16 日（令

和４年５月 26 日更新） 個人情報保護委員会） 

   https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2205_APPI_QA.pdf 
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参考 1：「既存試料・情報の提供のみを行う者」、「研究機関」とは 
 

規程等 規定内容 補足説明 

指針・ガイダンス 

第 2 用語の定義 

 

(17)研究者等 

研究責任者その他の研究の実施（試料・情報の

収集・提供を行う機関における業務の実施を含

む。）に携わる者をいう。ただし、研究機関に所

属する者以外であって、以下のいずれかに該当

する者は除く。 

① 新たに試料・情報を取得し、研究機関に提供

のみを行う者 

② 既存試料・情報の提供のみを行う者 

③ 委託を受けて研究に関する業務の一部につ

いてのみ従事する者 

３ ⒄②の「既存試料・情報の提供のみを行う者」と

は、既存試料・情報の提供以外に研究に関与しない者

を指し、例えば、医療機関に所属する医師等が当該医

療機関で保有している診療情報の一部について、又は

保健所等に所属する者が当該保健所等で保有してい

る住民の健康に関する情報の一部について、当該情報

を用いて研究を実施しようとする研究者等からの依

頼を受けて提供のみを行う場合などが該当する。他

方、「既存試料・情報の提供を行う者」として、研究機

関において共同研究機関に既存試料・情報の提供を行

う場合や、既存試料・情報の提供以外にも研究計画書

の作成や研究論文の執筆などに携わる場合には、「研

究者等」に該当する。なお、「既存試料・情報の提供の

みを行う者」が所属する機関は研究機関には該当しな

い。 

指針・ガイダンス 

第 2 用語の定義 

 

(11)研究機関 

研究が実施される法人若しくは行政機関又は

研究を実施する個人事業主をいう。ただし、試

料・情報の保管、統計処理その他の研究に関す

る業務の一部についてのみ委託を受けて行わ

れる場合を除く。 

 

指針・ガイダンス 

第 2 用語の定義 

 

(12)共同研究機関 

研究計画書に基づいて共同して研究が実施さ

れる研究機関（当該研究のために研究対象者か

ら新たに試料・情報を取得し、他の研究機関に

提供を行う研究機関を含む。）をいう。 

(12)の「共同研究機関」に関して、第８の１(3)の「既

存試料・情報の提供を行う者」が所属する機関や、研

究計画書に基づいて研究対象者から新たに試料・情報

を取得して他の研究機関に提供する機関は、必ずしも

共同研究機関となることを要しない。 

(12)の「当該研究のために研究対象者から新たに試

料・情報を取得し、他の研究機関に提供を行う研究機

関を含む。」とは、軽微な侵襲以上の侵襲を伴う新規試

料の取得を行う際には共同研究機関として提供する

ことを想定している。その他、軽微な侵襲のみを伴う

又は侵襲を伴わない新規試料・情報の取得をし、他の

研究機関に提供のみを行う場合であっても、共同研究

機関となることを妨げるものではない。 

 

※指針 https://www.mhlw.go.jp/content/000909926.pdf 
※ガイダンス https://www.mhlw.go.jp/content/000946358.pdf 
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参考 2：「既存試料・情報の提供のみを行う者」の要件 
 

規程等 規定内容 補足説明 

指針・ガイダンス 

第 8 インフォーム

ド・コンセントを受

ける手続等 

 

(3) 他の研究機関

に既存試料・情報を

提供しようとする

場合のインフォー

ムド・コンセント 

ガイダンス p.87 参照 ガイダンス p.88-93 参照 

指針・ガイダンス 

第 8 インフォーム

ド・コンセントを受

ける手続等 

 

(4) 既存試料・情報

の提供のみを行う

者の手続 

既存試料・情報の提供のみを行う者は、⑶の手続

きに加えて、次に掲げる要件の全てを満たさなけ

ればならない。 

 

ア 既存試料・情報の提供のみを行う者が所属す

る機関の長は、適正に既存試料・情報を提供す

るために必要な体制及び規程を整備するこ

と。 

 

イ 既存試料・情報の提供のみを行う者は、⑶ア

により既存試料・情報の提供を行う場合、その

提供について既存試料・情報の提供のみを行

う機関の長が把握できるようにすること。 

 

ウ 既存試料・情報の提供のみを行う者は、⑶イ

及びウにより既存試料・情報を提供しようと

するときは、倫理審査委員会の意見を聴いた

上で、既存試料・情報の提供のみを行う機関の

長の許可を得ていること。 

１ 第８の１⑷の規定は、既存試料・情報の提供のみ

を行う者の手続について定めたものである。 

 

２ アの「適正に既存試料・情報を提供するために必

要な体制及び規程を整備」に関しては、あらかじ

め当該機関の長が他の研究機関への提供時の取

扱いや手続等（機関の長へ報告するための方法

や試料・情報の提供に関する記録の保存方法等）

に関する規程を定めることが考えられる。なお、

既存試料・情報を提供のみを行う者が機関の長

に対して提出する「他の研究機関への試料・情報

の提供に関する届出書」の様式１（末尾様式集参

照）を用いて運用してもよい。 

 

３ イに関し、既存試料・情報の提供に際し、インフ

ォームド・コンセントの手続等が不要な場合（前

記第８の１⑶の解説を参照。）には、その提供に

ついて既存試料・情報の提供のみを行う機関の

長が把握できるようにする必要がある。 

 

４ ウに関し、既存試料・情報の提供に際し、インフ

ォームド・コンセントの手続等が必要な場合（前

記第８の１⑶の解説を参照。）には、倫理審査委

員会の意見を聴いた上で、既存試料・情報の提供

のみを行う機関の長の許可を得ている必要があ

る。ウの「倫理審査委員会の意見を聴いた上で」

について、既存試料・情報の提供のみを行う者

は、必要に応じて、他の機関に設置された倫理審

査委員会に審査を依頼することもできる。既存

試料・情報の提供の適否について倫理審査委員

会の意見を聴く場合は、提供先の機関で作成さ

れた研究計画書等と合わせて審査する方法も考
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えられる。 

 

※指針 https://www.mhlw.go.jp/content/000909926.pdf 
※ガイダンス https://www.mhlw.go.jp/content/000946358.pdf 


